
第１ 市町村の現況及び将来の見通し（県内市町村を取り巻く状況と課題) 

 
１ 地方分権の進展 

平成１２年４月１日に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に

関する法律」（地方分権一括法）が施行され、地方分権は実行の段階に入った。

これを契機に、地方、とりわけ住民に身近な市町村は住民の多様なニーズ・

活動に迅速に対応し、地域の独自性を発揮し、自らの判断と責任に基づいた

行政運営を行うことが求められている。 

また、「市町村優先の原則」に基づき、住民に最も身近な市町村が住民・地

域の課題を解決するため、自己完結できる権限及び体制を備え、対応するこ

とが求められている。 
 
（権限の状況と課題） 

住民に身近な行政のため、介護保険を始めとする福祉行政の多くが市町村

の事務とされているほか、県の権限とされている事務についても、市町村の

態様等に応じ、条例による事務処理の特例によって、平成１８年１月１日現

在で１，３１６の事務権限が移譲されている。 

さらに、市町村においては、住民の利便や独自のまちづくりを進める上で

さらなる権限移譲を求めている状況にある。一方、行政体制の不安から、小

規模町村を中心に権限移譲を望まないところもある。 

以上の状況であるが、極力身近な行政主体である市町村が住民にサービス

を提供するため、また独自のまちづくりをするための権限を持ち、実行する

体制が求められる。 

 

（行政運営の状況と課題） 

住民ニーズの多様化・高度化等により行政需要が増加してきている一方で、

各市町村とも財政状況の観点から、議員及び職員ともに減少させてきている。

さらに、今後ますますの行政改革の取組が求められる。 

また、職員のうち専門職の状況については、別添資料のとおり、人口規模

の小さい市町村ほど配置が困難となっている。 

以上の状況に対し、市町村は、効率的な人員で効果的に行政サービスを提

供するための人材を養成・確保することが求められる。 

また、指定管理者制度や民間委託など効率的な手法により、サービスを提

供していくこと求められる。 

 

 - 1 - 



２ 少子高齢化の進行 

  国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本の人口は２００６年（平成

１８年）をピークに人口が減少するとされていたが、平成１７年国勢調査（要

計表による人口）では、５年間の人口増加率が戦後最低を更新し、厚生労働

省の平成１７年人口動態統計（速報）においては、自然増加率がマイナスに

転じるなど、すでに本格的な人口減少時代に入ってきているといえる。この

少子化を伴う人口減少の一方で、高齢化は急速に進行しており、地域社会に

おいては、主な担い手の減少と高齢者の増加という形で、ややもすれば地域

社会の存立が危ぶまれるなどの影響が表れてきている。また、少子高齢化は

労働力人口の減少、税収の減少、社会保障関係費用の増大という経済面の影

響があるほか、子育て支援や高齢者向け行政サービスがより必要とされ、こ

れらの課題に対応することが求められている。 
 
（人口及び高齢化の状況と課題） 

  本県における人口は、別添資料のとおり、減少傾向にある一方、高齢化率

は高まる傾向となっている。 

  以上の状況を踏まえ、市町村は地理的な状況や人口規模を勘案しながら、

少子高齢化の進行による課題に対応していくことが求められる。 

 

 

３ 日常生活圏の拡大・広域化 

自動車の普及、道路網やバス・鉄道・航空を中心とした公共交通機関など

の交通基盤の整備、電話・インターネットといった情報通信手段の発達など

により、住民の日常生活圏・交流圏は拡大している。特に、他市町村への通

勤、通学や通院、買い物など、居住市町村にとどまらないものとなっており、

市町村の区域を越えた行政サービスの提供、受益と負担の適正化などに対応

することが求められている。 
また、広域的な見地からの公共的施設の配置やまちづくりが求められてい

る。 

 
（広域行政及び生活圏等の状況と課題） 

  し尿やごみ処理、消防などにおいて、すでに多くの市町村が広域的な取組

を実施し、効率性の面で一定の効果が得られている。その一方で、複数市町

村によるため、利害関係の調節に時間がかかり機動性を欠く点や、責任の所

在の不明確さなどの問題点が指摘されている。 
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  住民の生活圏については、通勤、通学や通院、買い物などにおいて地域の

中核的な市町村への移動が中心になっているなど、居住市町村を越えた状況

にある。 

  以上の状況に対し、市町村は、地域住民の生活圏に応じ近隣市町村との連

携を図るなど広域的な行政をさらに進めるとともに、広域行政において問題

となっている点を解決する工夫が求められる。 

 

 

４ 財政状況の悪化 

 国及び地方の長期債務残高は７００兆円を超しており、そのうち地方の長

期債務残高は２００兆円を超すなど1、国・県・市町村は厳しい財政状況に置

かれている。このような中、国を挙げての歳出削減、三位一体の改革や郵政

民営化などの構造改革が進められており、限られた財源において、徹底した

行財政改革の取組によって行政の効率化を図りながらも、前述のような少子

高齢化社会に係る課題、広域的な行政サービスや住民の多様なニーズに効果

的に応えるための行財政基盤の強化やより計画的な行財政運営が求められて

いる。 
 
（財政運営の状況と課題） 

別添資料のとおり、平成１１年度決算と平成１６年度決算の状況を比較す

ると、財政力指数及び起債制限比率について大きな変化はないが、財政力指

数については、市と町村に差が見られるところであり、地方交付税の動向に

よっては、特に町村の財政に大きな影響を及ぼすことが懸念される。また、

経常収支比率の高まり、つまり財政構造の硬直化が現れており、さらに将来

にわたる実質的な財政負担も大きくなっている状況にある。 

 以上の状況に対し、市町村は、自主財源の確保に取り組むとともに、効率

的で効果的な財政運営を行うことが求められる。 
 
 

                                                  
1  財務省『財務関係諸資料（平成１７年９月）』 
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５ 住民活動の高まり 

  価値観・生活様式が多様化している中で、これまでは専ら行政が課題の対

応を担ってきたため、公共分野が肥大化してきたが、近年ではＮＰＯやその

他団体などが活動を進めてきているところであり、今後いわゆる団塊の世代

の退職などによって、こうした傾向は一層強まり、自治を含め多様な活動が

展開されることが想定される。このような住民自治の活動を支え、実現を促

進するような取組が求められている。 

 
（民間団体（NPO 法人）の状況と課題） 
  まちづくりや福祉、環境などにおいて住民活動の高まりが見られ、例えば

ＮＰＯ法人の認証数については、別添資料のとおり増加傾向にある。 

市町村は、このような民間団体の活動を支援・促進し、また、協働して地

域の課題を解決していくことが求められる。 
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第２ 自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項 
 
１ 市町村合併について 
（１）市町村合併に関する県の考え方 

市町村を取り巻く課題を総合的に解決するための手段の一つとして市町村

合併があるが、市町村合併は、地域の在り方の根幹にかかわることであり、

地方分権の時代にふさわしく、「地域の在り方は地域が自ら決定する」という

地方自治の基本的な考え方の下に、市町村が住民とともに、それぞれの地域

特性や社会経済情勢の変化等を踏まえながら、将来展望を見据え、真剣な議

論を重ねた上で、自主的、主体的に検討・判断することが何よりも重要であ

ると考えており、本県では、それぞれの判断・取組みを尊重する。 
 
（２）県の役割 

市町村合併は、地域の将来や住民の生活に大きな影響を及ぼす事柄である

ことから、その検討を行うことは、結論のいかんにかかわらず、それぞれの

市町村を改めて見つめ直し、その将来をどう描くかを市町村や地域住民が、

ともに考える絶好の機会になることに大きな意義がある。 
県は、自立した行政主体としての市町村の判断・取組みを尊重しながら、

その求めに応じて、イコールパートナーとして課題を共有し共に考え、住民

を基本とした真の地方自治の実現に向けて、合併するしないにかかわらず可

能な限りの支援を行うという基本認識の下、主体的な選択として合併しよう

とする市町村に対しては、各種情報の提供をはじめ、必要な助言、さらには

求めに応じて市町村間の調整を行うなど、合併の進捗状況に応じ、適時適切

な支援を行う役割を担っていく。 
 
 

２ 今後の市町村の在るべき姿 
  以上のとおり、市町村の規模や行政サービスなど地域の在り方は地域が自

ら決定するという地方自治の考え方が基本となることは言うまでもないが、

市町村を取り巻く課題を踏まえ、住民にとって「最も身近な行政主体」であ

る市町村は、次のような機能・体制を充実・強化する必要がある。 

  また、そのための取組に当たって、市町村は住民福祉の増進を目的に、意

識改革に始まり、自らのあり様や取組・施策などあらゆる面での大胆な改革・

変革が必要である。 
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（１）住民自治の充実・発揮 
施策やまちづくりを始めとする地域の在り方は地域が自ら決定するという

地方自治の本旨に基づき、主役である地域住民が基本・起点となる自治をさ

らに確立していかなければならない。 
また、地方分権においては、自己決定・自己責任の考え方がより重要にな

るため、最も身近な自治体としての単位・区域である市町村において、住民

活動の支援・促進や住民と行政の協働、将来ビジョンの共有などにより、主

役である住民が自治意識を高めた上で、その意向と参画により市町村経営を

行うという住民自治をさらに充実・発揮する必要がある。 
 
 
（２）団体自治の強化 

以上の住民自治を実現させるための団体自治とするため、市町村は、住民

が自主的・主体的に選択できる制度の構築など真の地方自治の実現を目指し、

住民の意向・活動を踏まえ、福祉施策を始めとする住民生活に密着した分野

や独自のまちづくりなど地域の特性を活かせる分野に関する事務など、地域

における幅広い事務を自主的・総合的に処理することができる体制を確立す

る必要がある。   
そのためには、既存の法制度にとらわれない制度・政策提案のほか、担い

手となる人材の育成・確保、多様な主体との連携や、住民の活動やニーズに

応えた市町村独自の施策を行うにあたっての権限を充実・強化し、それを実

行に移す財源の充実・強化が必要である。 
また、以上の取組について、スケールメリットを生かすため、広域行政制

度の検証・選択や市町村合併についての検討を行うなど、他の自治体との連

携を図る必要がある。 
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第３ 構想対象市町村の組合せ 
及び自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置 

 
１ 構想対象市町村の組合せ                      
（１）構想対象市町村及びその組合せについての考え方 

市町村を取り巻く状況と課題及び市町村合併についての県の考え方を

踏まえ、本県における構想対象市町村（自主的な市町村の合併を推進す

る必要があると認められる市町村）及びその組合せの考え方は、次のと

おりとする。 

   

   「新合併特例法に基づく合併協議会が設置されており、合併に向けた協

議状況を踏まえて関係市町村の全部から要請があった地域」 

 

 

（２）構想対象市町村の組合せ 

  以上の考え方を踏まえ、本県における構想対象市町村の組合せは次のと

おりとする。 

 

○ 本宮町及び白沢村 

（平成１７年２月１６日合併協議会設置） 

市町村名 人口  （人） 面積  （k ㎡） 

本宮町 ２２，１８０ ３９．５４ 

白沢村 ９，１８７ ４８．４０ 

計 ３１，３６７ ８７．９４ 

   ※人口：平成１７年国勢調査速報（要計表による人口）による。 

※面積：普通交付税算定の際の数値による。 
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２ 自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置                  

県は、新合併特例法下で合併しようとする市町村に対して、市町村の自主

性、主体性が十分に発揮されることを基本に、それぞれの判断・取組みを尊

重しながら、福島県市町村行政支援プラン及び福島県市町村合併支援プラン

に基づき、県として可能な限りの支援を行う。 
 

 


